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              令和 ７年１月１日改定 

重要事項説明書 

          

（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所 
（グループホーム青葉 短期利用） 

当事業所の概要及び、ご提供するサービスの内容、契約上の注意事項等ご説明させて頂

きます。 

 
１ 事業者概要 

事業者名称 医療法人 完光会 今野病院 

主たる事務所の所在地 大牟田市末広町５番地２ 

法人種別 医療法人 

代表者名 理事長 今野 里美 

電話番号 ０９４４－５２－５５８０ 

 
２ ご利用事業所 

ご利用事業所の名称 医）今野病院 グループホーム青葉 

介護保険指定番号 福岡県４０７１５００９２２ 

所在地 大牟田市青葉町１２－１１ 

電話番号・FAX 

TEL０９４４－５５－０７７７（青葉Ⅰ） 

  ０９４４－５２－６７２５（青葉Ⅱ） 

FAX０９４４－５５－０７７７ 

管理者 
グループホーム青葉Ⅰ 原田 智子 

グループホーム青葉Ⅱ 小野 友子 

 
３ 事業所の目的と運営方針 

事業の目的 

介護保険法の法令に従い、認知症状によって自立した生活が

困難になった利用者に対して家庭的な環境の下で食事、入浴、

排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中で心身の機能訓練

を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有

する能力に応じ自立して日常生活を営むことができるよう支

援することを目的とする。 

運営方針 

① 事業所において提供する認知対応型共同生活介護・介護予

防認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する

厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったサービスを提供す

る。 

② 利用者の意志及び人格・人権の尊重に努めるとともに、個

別の介護計画を作成し、利用者が必要とする適切なサービス

を提供する。 

③ 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法

についてわかりやすく説明する。 

④ サービスの担い手が常に誠意をもって質の高いサービスが

提供できるよう管理、評価をおこなう。 
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短期入所生活介護 

計画の作成 

利用期間が 4 日以上の場合、ご利用者の日常生活全般の状況及

び希望をお聞きしながら【居宅サービス計画】に沿って計画を

作成します。 

 

 

短期利用共同生活介護 

 

 

 

①事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居

室や短期利用者専用の居室等を利用し、短期間の指定認知症

対応型共同生活介護（以下「短期利用共同生活介護」という。）

を提供する。 

②短期利用共同生活介護の定員は一の共同生活住居につき１

名とする。 

③短期利用共同生活介護の利用は、あらかじめ３０日以内の利

用期間を定めるものとする。 

④短期利用共同生活介護の利用に当たっては、利用者を担当す

る居宅介護支援専門員が作成する居宅サービス計画の内容

に沿い、事業所の計画作成担当者が認知症対応型共同生活介

護計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護

計画に従いサービスを提供する。 

⑤入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、

入居者及び家族の同意を得て、短期利用共同生活介護の居室

に利用することがある。なお、この期間の家賃等の経費につ

いては入居者ではなく、短期利用共同生活介護の利用者が負

担するものとする。 

 

４ 定 員 

利用者の定員 ２名  （ユニット毎１名×２ユニット） 

 

５ 居 室 

居室の種類 室数 

１人部屋 １８室（９室×２ユニット） 

 

６ 主な設備 

設 備 室 数 

食堂  ２室（１室×２ユニット） 

台所  ２室（１室×２ユニット） 

浴室（脱衣室含む）  ２室（１室×２ユニット） 

 

７ 職員の体制 

 
従業者の職種 

 
人数 

区分  

常勤換

算人数 

 
職務の内容 

常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者  ２   ２    １．０ ユニット毎管理 

計画作成担当者  ２    ２    １．０ ケアプラン作成 

介護従事者 １７ １４    ３   １３．５ 入居者の介護 

看護職員  ２  ２       １．０ 看護業務 
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８ 職員の勤務体制 

従業者の種類 勤 務 体 制 

管理者 日勤 午前８時３０分～午後５時３０分 

早出 午前７時４５分～午後４時４５分 

遅出 午前９時３０分～午後６時３０分 

夜勤 午後５時００分～午前９時００分 

計画作成担当者 

介護従事者 

看護師・准看護師 

１）管理者  １名 （ユニット毎） 

２）介護職員 日中は利用者３名に対し１名、夜間は夜勤勤務者１名（ユニット毎） 

 ３）看護職員 １名 （ユニット毎） 

 

営業日時 ３６５日午前８時３０分から午後５時３０分電話等により24時間連絡可能 

 
９ 介護保険による自己負担分  

  別紙参照  

 

１０ その他の利用料 

   別紙参照 

   

 

１１ 医療連携協力機関 

  （医）完光会今野病院（在宅療養支援病院） 

   

１２ 医療連携協力機関 

  （医）完光会今野病院：一般診療 

  （医）静光園第二病院：精神科 

     大黒町ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ：歯科     以上を協力医療機関として連携。 

 

１３ 利用者の秘密保持 

 １）施設従業者は正当な理由なく業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らさ

ない。 

 ２）退職者等が上記の秘密を漏らさぬよう必要な措置を講ずる。 

 ３）居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者等に対して、入所者に関する情報を

提供する際には、予め文書により入所者及びその家族から同意を得る。（入所の際

の契約書に盛り込んであります。） 

 
 
１４ 身体拘束廃止に向けての取組 

１） 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

２） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３ヶ月に１回以上開催 

その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

３） 身体拘束等の適正化のための指針の整備を行います 

４） 介護職員その他の従業者に対し、定期的に身体的拘束等の適正化のための研修を

実施しています 
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１５ 苦情等の対策 

 苦情等がございましたらご遠慮なく管理者または従業者にお申し出下さい。 

１） 施設の出入口に苦情・要望についての意見箱を用意しております。直接言い難い

事情などございましたらご利用ください。 

 ２） また、今野病院にも苦情受付箱を用意しておりますのでご利用ください。 

 ３） 苦情・意見書等を関係部署にて検討し、方針を決定し改善します。 

 ４） 苦情の記録は台帳に保管し再発の防止に役立てる。 

 ５） その他、各市町村の窓口、国民健康保険団体連合会の窓口もございます。 

 ６） 各事業所の苦情受付 

大牟田市 保険福祉部福祉課介護保険担当 TEL 0944-41-2683   

FAX 0944-41-2662 

    国民健康保険団体連合会介護相談サービス係   

TEL 092-642-7859 FAX 092-642-7857 

    グループホーム青葉 TEL/FAX 0944-55-0777（青葉Ⅰ）0944-52-6725（青葉Ⅱ） 

（GH 青葉Ⅰ管理者兼介護支援専門員）原田  

（GH 青葉Ⅱ管理者兼計画作成担当者）小野 

 

１６ 緊急時における対処方法 

 １）（医）今野病院の職員とグループホーム青葉の職員は常に連携を図り緊急時の対

応に対処する。 

 ２）夜間等の緊急の相談に備え必要な関係機関と連絡方法を確保しておく。 

 ３）総合病院 

    大牟田市立総合病院   

    社会保険天領病院    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


